
　戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国とし
て改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

地域福祉課福祉総務グループ（あいあい）　 84－3311問合先

戦没者等のご遺族の皆さまへ　第十二回特別弔慰金が支給されます

　市民団体「亀山みそ焼きうどん本舗」が中心となり、地域の食文化としてＰＲ活動を
継続してきた「亀山みそ焼きうどん」が、文化庁が認定する令和6年度の「100年フー
ド」（未来の100年フード部門～目指せ、100年！～）に選ばれました。
　これからも、「亀山みそ焼きうどん」を地域が誇る食文化として継承していきましょう。

　日本の多様な食文化を継承・振興するため、地
域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を、
100年続く食文化「100年フード」と名付け、文
化庁とともに継承していく取り組みです。

商工観光課観光・地域ブランドグループ 　 84－5074

100年フードとは？

問合先

亀山みそ焼きうどんが文化庁の100年フードに認定されました！

額面27万5千円、５年償還の記名国債

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和７年４月
１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がい
ない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人
に支給します。
１．令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している
こと等の要件を満たしているかどうかで、順
番が入れ替わります。

４．上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族
（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の
生計関係を有していた人に限ります。

　申請者に同順位者（戦没者のお子様同士、兄弟
姉妹同士など）がいる場合、申請はすべての同順
位者を代表して行っていただきますので、他の同
順位者と調整の上、申請してください。

▷戸籍抄本（令和７年４月１日以降に発行したもの）
▷本人確認書類
▷戦没者等とご遺族との関係が分かる資料
▷前回の特別弔慰金裁定通知書（交付された人のみ）

　※新規申請者は、窓口にて必要事項をお伝えします。
令和10年３月31日までに、次の表に記載の

請求窓口へお申し込みください。
※随時請求を受け付けますが、６月は請求窓口の
混雑が予想されることから、次の該当地区の受
付期間に請求していただくようご協力をお願い
します。

支給内容

申請に当たってのご注意

対象

申込

持ち物

●亀山地区
　地域福祉課福祉総務グループ（あいあい）
　１階４番窓口

６月９日（月）～６月13日（金）
６月16日（月）～６月20日（金）
６月23日（月）～６月27日（金）
６月30日（月）～７月４日（金）
７月７日（月）～７月11日（金）

亀山西地区
亀山東地区
亀山南・昼生地区
野登・白川・神辺地区
井田川・川崎地区

●関・加太地区
　関支所１階地域サービス室

６月９日（月）～６月20日（金）
６月23日（月）～７月４日（金）

関地区
加太・坂下地区
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